
　令和６年診療報酬改定における厚生労働省の指針の通

り、これまでの「特定疾患療養管理料」から、療養計画

書に基づきより総合的な治療管理を行う「生活習慣病管

理料」へ変更となります。

　個々に応じた療養計画書の交付にあたり、患者様から

署名をいただく場合があります。

・受診の際の待ち時間が長くなる可能性があります。

・お支払い金額についても変更になります。

　　　          　ご理解の程よろしくお願いいたします。　小千谷総合病院

生活習慣病管理料


